
 

取水地点 

集水区域内の民有林等 

→水資源保全地域に指定 

集水区域の周辺の民有林 

上流 

下流 

市町村の区域 

■規則改正前 

■規則改正後 

取水地点 

集水区域内の民有林等 

→水資源保全地域に指定 

国有林 

集水区域の周辺の民有林 

→水資源保全地域に指定 

上流 

下流 

市町村の区域 

水資源保全地域の指定対象区域の拡大のイメージ 

国有林 

上流 

上流 

上流 

上流 

上流 

上流 
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